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　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

知ってますか 
 ゴミの野焼きは禁止されています 

ご協力ありがとうございました。 
 「市街地一斉泥上げ」 

本 

本 

本 

きれいなまちづくりは、市民の皆さんひとりひとりが、ゴミを捨てないことからはじまります。 
ポイ捨てを無くし、協力しあい環境美化を推進しましょう！！ 

まちや河川を美しく 
 
平成１８年４月１日施行 

 
  『ポイ捨て禁止に関する条例』を制定しました　 
 
 
　本市では、五條市たばこの吸い殻および空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例を平成１８年４月１日より施行
しました。この条例はまちや河川を美しくするため、また住んで良かったと思えるまちづくりのため市民・事業
者・公共の場所の管理者の協力が不可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問合先　生活環境課     （内線３９１、３８８） 
 
 

  ごみの不法投棄は禁止です 
 
　ごみの不法投棄が後を絶ちません。平成１７年度において
は、不法投棄だけで約６０件の通報があり、約６日に１回の
通報があったことになります。毎週３日実施している市内
公有地の不法投棄物、ポイ捨てゴミ等を撤去している環境
パトロールにおいては、３７．１２ｔと平成１６年度を５．５ｔ上回っ
ております。 
　不法投棄、ポイ捨てについては、「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」および、平成１８年４月１日より施行して
いる「五條市たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止
に関する条例」により処罰されますので絶対やめましょう。 
　ひとりひとりがルールとマナーを守り、住みよいまちを
つくりましょう。 
■問合先　生活環境課　　（内線３８８） 

　ゴミの焼却は煙や臭いが発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになります。また、焼却する過程でダイオキシン
が発生するので人の健康への影響も心配されています。 
　地面へ穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却炉はもとより簡易な家庭用小型焼却炉においてもゴミ
を焼却する「野焼き」は法律により禁止されています。 

  
　廃棄物の野焼きは「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」（廃棄物の処理及
び清掃に関する法律第１６条の２）と禁止されており、違反すると５年以下の懲役または、１，０００万円以下の罰金また
はその併科に処せられます。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条） 
  
 
 
  
　「公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である
廃棄物の焼却」 
　○風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。 
　　とんど焼き、しめ縄などの焼却 
　○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。 
　○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。 
　　暖をとるためのたき火 
 　「軽微な焼却」とは煙の量や臭いなどが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。 
  
  
　野焼き禁止の例外規定とされる行為であっても生活環境上支障を与え、苦情のある場合は指導の対象となります。 
  
　許可や届出の不要な小型の焼却炉（火床面積０．５㎡未満かつ焼却能力５０ｋｇ／時未満）でも、焼却設備の基準を遵守
する必要があります。 
  
        ▽焼却設備の基準 
 
 
 
 
■問合先　内吉野保健所　地域生活課　☎２２・３０５１ 
　　　　　五條市役所　　生活環境課　☎２２・４００１（内線３８８） 

外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入。燃焼可能温度８００℃以上。助燃装置設置。
温度測定装置。必要な通風が可能。煙突以外燃焼ガスを出さない。等 

 ５月２１日に行われた「市街地一斉泥上げ」は、各自治会、五條
市建設業協会および五條土木事務所の皆さんで作業を進めて
いただき、泥の量は２トン車に「のべ８６台」にもなりました。 
　皆さんのご協力のもと、無事作業を終えることができました。
ありがとうございました。 
■問合先 下水道課　　（内線３３７） 

　焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 

不法投棄された廃材

空き缶、たばこの吸い殻、瓶、ペットボトル、トレイ、チューイン
ガムのかみかす、紙くず、ビニール袋等 
たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨て禁止 
ペット(犬、猫等)のふんの放置禁止 
環境美化に関する施策の積極的な推進、その意識の啓発および自主
的活動の促進。 
屋外でのたばこの吸い殻、空き缶、ペットのふんは自宅に持ち帰るか、
ゴミ箱に捨てる等自らの責任において適正に処理してください。 
事業活動によるポイ捨て防止について、環境美化推進の啓発、また
適正な回収活動を実施してください。 
市民、事業者の美化活動に協力し、その管理地を常に清潔に保って
ください。 
①必要がある場合、市が立ち入り、調査、指導します。 
②条例に違反する者に文書による｢勧告｣を行います。これに従わな 
　い場合は、文書による｢命令｣を行います。さらにその｢命令｣に従
　わないときは、氏名、住所、違反の事実を｢公表｣します。 
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